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第 1節　はじめに

　現代の民主主義諸国の国や地方の政治は、有権者が選んだ代表が議会と
いう場で主要な意思決定を行う、「議会制民主主義」を基調としている。
しかし、一口に議会制民主主義といっても、それに期待される役割、およ
び、その背後にある価値観は多様であり、そして、根本的には互いに矛盾
する。だから、外部の人間（主には報道機関・評論家・SNS に投稿する人々）
にとっては、議会が行っていることをその場その場で批判することは、非
常に易しい。1 つの観点を恣意的に選んで、それを根拠とすれば済むから
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である。議会の中で多数派と少数派が妥協すると「馴れ合い」と言い、対
立すると「分断」と言い、多数派が数の力で決めると「数の暴力」と言い、
少数派が多数派による決定を阻止すると「決められない政治」と言う。そ
して、こうした外野からの批判には、通常、発言に責任が伴わない。匿名
ともなるとなおさらである。だからこそ、民主的で言論の自由が保障され
ている社会であればあるほど、恣意的で場当たり的な批判が横行する。
　しかし、議会を構成する当事者たちは、外野のように無責任なことを言っ
てはいられない。主に有権者の代表と立法という複数の機能を担っている
以上、議会は、多数派と少数派・双方の意思を公の場で表出させることと、
それでも最後は 1 つの決定に至ることを、できるだけ両立させようとす
るものである。そのためには、既存の議事運営のルール（優先度が高い順に、
憲法・法律・議会が定める規則・慣例・先例）の運用を工夫したり、それ
でもうまくゆかない場合は、ルール自体を改めたりといった、様々な手法
を編み出す。本稿は、「世界最強」とも呼ばれるほど強い権限をもつアメ
リカ連邦議会における、そういった手法の 1 つをとりあげるものである。
　アメリカ連邦議会における意思決定は、1970 年代以降の二大政党の分
極化と、議案の可決に特別多数を必要とする制度の 2 つが原因で膠着状
態に陥ることが、年々増えてきている。毎年成立させねばならない予算が
期限内に成立できずに政府機能が一時的に停止してしまうことも珍しくな
くなった。「決められない政治」の典型例であるばかりでなく、「連邦議会
の機能不全」とまで評される事象である。
　ところが、逆説的なことに、この「成立させねばならない」という特性
を利用して、予算編成を「乗り物」のように使って、毎年の予算とは直接
関連しない法案をめぐる膠着状態を乗り越える手法が次第に定着してき
た。元々は財政赤字の削減を促すために 1974 年に設けられた「財政調整」

（budget reconciliation）1 という制度である（以下、「財政調整制度」と表

　 　
1 　筆者はこれまで、「予算調整」という訳語を用いてきたが、「財政調整」が定訳

とみなされるべきとの判断に至ったので、以降は「財政調整」という用語に改
める。そのまま「リコンシリェーション」と訳している邦語文献もある。
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記する）。この制度の一部である「財政調整法案」の形式で法案を上院に
提出すると（ただし、次節で述べるように、様々な制約が課される）、上
院の多数党は、「フィリバスター」（filibuster）と総称される、様々な議
事の遅延行為を終わらせるために必要な 3/5 の特別多数の議席を有して
いなくても、これを回避して法案を可決させることが可能となる。
　本稿が提示する問いは、「なぜこのような制度の転用が定着したのか」、
である。この問いに答えるべく、本稿は、まず、歴史的に積み上げられた
複雑な予算編成の制度と上院の議事規則を概観し、その中で財政調整制度
が設けられた経緯や趣旨を紹介する。これを踏まえて、この「制度」が、
本来の趣旨を逸脱して、党派的な立法を可決させるための乗り物として使
われるようになった「過程」の比較事例研究を行う。事例は、ジョージ・W・
ブッシュ（George W. Bush: 以下、とくにことわりのない場合は「ブッシュ」
と表記）政権の減税法案（2001 年・2003 年）・バラク・オバマ（Barack 
Obama）政権の医療制度改革法案（2009-2010 年）・ドナルド・トランプ

（Donald Trump）政権の税制改革法案（2017 年）の 3 本である。いずれ
も、就任直後の大統領が選挙時に掲げた最重要の立法アジェンダであり、
統一政府（大統領と上下両院の多数党が全て同じ政党である状態）の状況
下で財政調整法の形式を採用することで成立させた法案である点で共通す
る。他方で 3 つの事例の相違点として、後の事例になるにつれて、財政
調整法を党派的に使うことが前提とされるようになってきたことや、立法
過程において党所属議員（予算関連の委員長を含む）よりも大統領や議会
多数党の指導部（leadership）の意向が強くなっていることが指摘できる。
つまり、上記の問いに対する本稿の答えは、分極化の進行によって特別多
数による法案の成立が難しくなったことと、それに直面した大統領や多数
党指導部の裁量に基づいて財政調整法による成立を行う傾向が次第に強く
なってきていることである。
　本稿の構成は、以下のとおりである。まず、第 2 節は制度に関する基
礎知識の概説である。財政調整制度・上院におけるフィリバスターとそれ
に関連する議事手続の制度・そしてこの両者が関連するようになった過程
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の 3 点に分けて紹介する。第 3 節は、「なぜこのような制度の転用が定着
したのか」という本稿の問いに対して、第 2 節の内容を要約する形で仮
説を立てる。この仮説を検証するためのリサーチ・デザインの検討もここ
での課題である。第 4 節が、本稿の実証分析となる、ブッシュ・オバマ・
トランプ各政権の最重要アジェンダの比較事例研究である。最後に第 5 節
で本稿の議論を要約し、その含意と今後の研究課題を述べる。

第 2節　制度の概説

2－ 1　財政調整制度
　アメリカ連邦政府の予算編成の制度は非常に複雑である。制度の概要や
それが成立した経緯は、これを紹介している文献は既に多数存在する（e.g., 
Saturno 2020; Schick 2007; Gilmour 2011; 河音 2006; 2012; 2019; 2021; 
渡瀬 2012; 中林 2017; 待鳥 2003; 2019）ので、ここでは、予算編成の制
度の全体像と、その中における財政調整制度の位置づけを簡単に確認して
おくにとどめる。
　あらゆる連邦の制度を理解するには、やはり合衆国憲法が起点となる。
厳格な権力分立制を採用するアメリカでは、合衆国憲法は、第 1 条第 8
節で税の徴収と借り入れは議会の権限であること、第 9 節で国庫からの
支出は法律で定める歳出予算によってのみ行われることを、それぞれ定
めている。予算に関する議会の権限は、通常の立法よりも明示的に定め
られているのである。これら「財布の権限」（“power of the purse”）に基
づいて、連邦議会は、その発足の少し後から下院「歳入委員会」（Ways 
and Means Committee）と上院「財政委員会」（Finance Committee）を、
19 世紀半ばには上下両院の「歳出委員会」（Appropriations Committee）
を設け、それぞれ独立した形で意思決定を行ってきた。
　この議会の分権的な構造を変えずに、そして予算編成権を連邦議会に残
したまま、行政の役割の歴史的な拡大に対応する形で、大統領が実質的に
関与する制度が積み重なった（待鳥 2019, 105-106）。1921 年に制定され
た「予算・会計法」（Budget and Accounting Act）は、大統領が各行政
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省からの予算要求を集約することと、議会に対して「予算教書」（Budget 
Message）の形で提案を行うことを定めた。現在でも政権側の予算教書の
作成を行う「行政管理予算局」（OMB: Office of Management and Bud-
get）も、同法によってその前身が財務省内に設置されたことを起源とする。
しかし、教書はあくまで議会への勧告であり、法的な効力はない。そのた
め、議会の統一性を欠いた意思決定はそのまま続き、次第に財政赤字とい
う新たな弊害が生まれてきた。
　この財政赤字を解消すべく制定されたのが、現在の予算編成制度の基礎
をなす 1974 年議会予算法（Congressional Budget Act）である。本稿が
論じる財政調整制度もここで導入された。同法の趣旨は、予算の執行に関
する大統領の裁量を抑制することと、その代わりに議会が予算全体を編成
するための組織を整備することで議会が財政の均衡に対して責任を負うこ
との 2 つである。その主な内容は、大統領の予算教書を受けて、議会が「予
算決議」（Budget Resolution）を行うことで予算の総額を決めることや、
それを所管する「予算委員会」（Budget Committee）やそれを補佐する
議会予算局（CBO: Congressional Budget Office）を設立したことなどで
ある。ここでも、従来の下院歳入委員会・上院財政委員会・両院の歳出委
員会、その他の政策ごとに編成された委員会による意思決定はそのままに、
今度は議会のトップから財政規律を生み出すための仕組みが積み重ねられ
たのである。
　予算編成の手法について、従来の分権的でボトム・アップなものは「ミ
クロ予算編成」、新たに登場してきたトップ・ダウン式に予算の総枠を決
めるものは「マクロ予算編成」と、しばしば呼ばれる（e.g., 河音 2006; 
Gilmour 2011）。議会予算法で定められた財政調整制度は、ミクロな歳
入・歳出とマクロな予算決議の間を、文字どおり「調整」するものである

（Gilmour 2011, 510; Saturno 2017, 82）。財政調整制度の使用は任意であ
り、実際に、74 年議会予算法の下での予算編成が始まってからしばらく
の間、この制度が使わることはなかった。財政調整制度を最初に本格的に
使うよう議会を動かしたのは、ロナルド・レーガン（Ronald Reagan）政
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権である2。選挙公約であった大規模な支出削減予算の推進のために、政
権を支持する議会保守派（共和党と民主党保守派の連合）が、財政調整制
度を用いることで、予算決議に法的拘束力をあたえたのである。1990 年
代にはこの議事手続と別の支出削減の手法や、それらの意思決定を行う実
質的な権限をもった、上下両院・両党の議会指導部と政権側が協議する「サ
ミット」という非公式な会合が組み合わさることで、同年代後半の劇的な
財政赤字解消に貢献した3（待鳥 2003; 河音 2006）といわれる。

図 1　アメリカ連邦予算の策定プロセス

出典：河音 2019, 45

　 　
2 　最初に使われたのは、ジミー・カーター（Jimmy Carter）政権の最後の予算

編成であったが、限定的なものであった。
3 　本稿は、財政調整制度と財政赤字の程度の因果関係を論じるものではない。が、

おそらく、財政調整制度は、単独では財政赤字の改善の原因にも悪化の原因に
もなるものではなく、その使われ方こそが財政赤字を説明するものであろう。
1990 年代の財政再建の契機となったのは、1993 年財政調整法（通称 OBRA 
1993）であった。他方、財政調整制度が使われ始めた 1980 年代には支出の強
制削減の仕組みが上手くゆかず財政赤字は悪化したし、財政調整制度が党派的
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　その財政調整制度の概略は以下のとおりである（Lynch and Saturno 
2017; Saturno 2017; Saturno 2020, 20-22; Gilmour 2011, 510-511; 
Smith 2014, 189-193; 渡瀬 2012, 39-43; 中林 2017: 156-160）。図 1 は、
財政調整制度を含めた、現在の予算編成過程のフローチャートである（た
だし、図で示されている各過程の期限は守られないことが常態化してい
る）。以下これに沿って、本稿に直接関係する部分のみを紹介する。
　財政調整制度を用いた予算編成は、2 つの段階からなる。第 1 の段階は、
大統領予算教書およびこれを受けた議会の予算決議である。その予算決議
には、その実現に必要な法改正等を、現行法を所管する各委員会（「授権
委員会」）に指示する「財政調整指示」（Reconciliation Instruction）を盛
り込むことができる。逆に言えば、財政調整手続を使うには、事前に予算
決議を両院の本会議で可決・成立させておくことが前提となる。つづく第
2 の段階は、その指示を受けて各授権委員会が法案を作成し、それを予算
委員会でとりまとめた「財政調整法案」（Reconciliation Bill）を、両院の
本会議での可決 → 大統領の署名を経て、法律として成立させる過程であ
る。ここで、「マクロ予算編成」と「ミクロ予算編成」の調整が行われる。
　財政調整法の形式によって法案を通過させることのメリットは、審議時
間の制限など、迅速かつ効率的な審議を促す様々な仕組みが定められてい
ることである。とくに本稿との関連で重要なのは、上院におけるフィリバ
スターを回避し、全議員の 3/5（本稿執筆の時点では 60 票）の特別多数
ではなく出席議員の過半数（全員出席の場合は 51 票。可否同数の場合は
上院議長を兼ねる副大統領が投票する）で可決できることである。「予算
は毎年必ず通さねばならない」ことに鑑み、このような特別なルールが設
けられているのである。
　だが、特別多数の賛成を回避できるこの手法は、簡単に使えるわけでは
ない。財政調整法を用いて法案を通すことの制約やデメリットは、主に 4

　 　
に使われるようになった 2000 年代以降にも財政状況が悪化している。
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点である。第 1 に、上記のように予算決議の成立を前提としていること
である。予算決議は法的拘束力のない決議であり、特別多数の賛成も必要
なければ大統領も拒否権を行使できない。しかし、予算決議は両院一致
決議（Concurrent Resolution）であるので、予算過程の初期から上下両
院の合意が必要となる。そして、予算決議を成立させることになっている
期日の 4 月 15 日に間に合うどころか最後まで成立しない年も近年は珍し
くない（中林 2017, 148）。「フィリバスターを回避できる」という部分だ
けをみれば、上院だけの問題のように思われかねないが、この予算決議や
最後の上下両院の法案の一本化4の段階で、下院も影響力をもつのである。
そしてそういった上下両院の合意の過程には、大統領をはじめとする政権
側が非公式に介入する余地がある。つまり、財政調整法による法案の可決
は、上院にとっては、その自律性が損なわれるリスクを伴う。
　第 2 に、同じく上院の自律性あるいは影響力に対する懸念として、こ
の手法での立法は、議員個人の発言権と熟議を重視する上院の理念を損な
いかねないことである。後述するように、上院が個人主義と熟議の院であ
るというのは、多分に後から発生してきた「神話」（英語でいうと myth）
であり、憲法がそのように上院を設計したわけではない。しかし、経緯は
どうあれ、それが現在の上院内で「共有された理念」5 となっていること
　 　
4 　両院で可決された法案の内容が異なる場合は、内容を統一させ、同一の法案を

改めてそれぞれの院で可決させなければならない。その手法として、従来は、
両院協議会（Conference Committee）を開き、上下両院から所管の委員会の
委員が代表して交渉を行うことが通例であった。強い委員会と弱い政党組織
を基調とする、いわゆる「教科書的議会」（Textbook Congress）の時代には、
この手続は、常任委員会が本会議に対して影響力を行使する手段の 1 つとして
機能していた。しかし、1970 年代ごろから、この教科書的議会から現在の分
極化した議会に移行するにつれて、両院協議会による調整が行われる頻度が劇
的に低下した。かわって、一方の院の法案を他方の院の本会議で修正案として
成立させ、それを両院が交代で行う手法が主流となっている。この手法は、イ
ギリス議会で行われている同様の手法にならって、俗に「ピンポン」（ping-pong）
と呼ばれる。この両院協議会の衰退について、詳しくは、Park, Smith, and 
Wielen（2017）。

5 　政治学では、アクター間に共有された理念・規範・価値観・世界観などを、「ア
イデア」（idea）と総称する。財政調整制度とその運用を、アイデアがもつ影
響力の観点から論じることも可能であろう。



72－3－37 

アメリカ連邦議会における財政調整「制度」の転用の「過程」

（名城　'23）

自体に意味がある。理念自体が影響力をもつようになってくれば、それに
もとる手法をとることは、その影響力を自ら放棄することになりかねない。
　第 3 に、法案の内容に、通称「バード・ルール」（Byrd Rule）による
制約が課されていることである。財政調整法が使われ始めた 1980 年代前
半には、予算とは関係のない内容を盛り込むことが横行した。これに対し
て、1985 年に、上院の議事規則の権威とみなされていたロバート・バー
ド（Robert Byrd; D: WV）民主党院内総務（当時）が 1985 年に各種の議
事規則を提案・成立させ、それを修正したものが 1990 年に議会予算法の
中に盛り込まれることになった（Heniff 2016）。このバード・ルールの制
約6の中でしか法案を作成することはできない。
　最後、第 4 に、少数派の抵抗を押し切って成立させた法案は、後になっ
て議員の構成が変わると簡単に覆る。その例として、後述するトランプ政
権の税制改革は財政調整法によって成立したが、それに先立つオバマケア
のうち同じく財政調整法によって成立したものは廃止にさせることがで
き、通常の立法で成立したものは覆せなかった。特別多数の賛成を経ない
立法は廃止もされやすいのである。
　以上のように、財政調整制度を用いた立法は、様々なデメリットをもつ。
通常の形式で法案を成立させられることができれば、それに越したことは
ない。それを承知していてもなお、この手法を使うことが定着してきてい
るからこそ、「それはなぜか」という本稿の問いが、学術的な問いとして
成り立つのである。

　 　
6 　財政調整法の中に以下のいずれかにひっかかるものが含まれている場合、その

部分は議員からの「異議申し立て」（Point of Order）によって削除される。そ
れは、（1）予算上の効果がない規定・（2）赤字を悪化させる規定・（3）「調整」
対象となる委員会の管轄外の規定・（4）予算外の項目を含む規定・（5）「調整」
法案に提示された年度の枠外で赤字を悪化させる規定・（6）社会保障年金に関
する勧告を含む規定の 6 つである。異議申し立てを覆すには、通常の法案と同
じく全議員の 3/5 の賛成が必要となる（渡瀬 2012, 42; 中林 2017, 158-159）。
さらに詳しくは Heniff（2016）。
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2－ 2　フィリバスター・クローチャー・分極化
　この、議会におけるトップ・ダウン型のマクロ予算編成の導入と同じぐ
らいの時期に始まったのが、アメリカ政治の分極化である。これは様々な
事象からなるものであるが、本稿に直接関係するのは、「与党の大統領化」

（Galvin 2010; see also 西川 2015）と呼ばれる現象と、両院内の政党組織
のトップである議会指導部の権限の強化による議事手続の変化である。
　1 つは、筆者がかつて論じた（松本 2017）ように、大統領が「行政の長」
から「政党の顔」へと少しずつ変化してきたことである。このことおよび
法案の可決に特別多数を必要とする議会制度の 2 つが組み合わさること
が原因で、大統領自らが望む立法の実現は難しくなった。だがこれは、大
統領が立法の全ての局面において弱くなったことを意味しない。大統領は、
議会内の大統領与党に対しては強くなったのである。Galvin（2010）は、「大
統領は政党を食いつぶす」というかつての通説への反論として、大統領は
大統領与党の戦略・政策・組織などを自らの望むように改変する、という
議論を提示した。これが「与党の大統領化」である。Galvin（2010）が
この概念を提示した目的は、分極化以前の大統領制と政党政治を説明する
ことと、歴史的な事象を説明することの 2 点であることから、この枠組
みは、現在の分極化を科学的に分析することを目指す本稿には、そのまま
では使えない。が、発想としては、要するに大統領が政党組織や政党内の
アクターに対して短期的・長期的な影響力をもつようになった7、という
ことである。予算過程についても、予算編成の権限は依然議会が有し、大
統領の予算教書は法的な拘束力がないと言いながらも、分極化が進むにつ
れて大統領与党に対する大統領の実質的な影響力が強くなってきたのであ
る。
　分極化に伴う諸現象のうち、本稿に直接関わるもう 1 つの側面は、議

　 　
7 　大統領が政党内で影響力を拡大させることができた原因は、稿を改めて論じる。

さしあたっては、1970 年代ごろから、大統領（および大統領候補）が、より
一般党員の意思と直につながるようになったことと、大統領（候補）の動向が
議会選挙の結果をより左右するようになったことを指摘しておく。
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会指導部の強化による議事手続の変化である。まず、政党指導部は、筆
者がかつて論じた（松本 2017）以上に強くなっている（詳しくは松本
2020a/2020b）。その結果、上院において、少数派が議事を遅延させるこ
とによって妨害するフィリバスターや、3/5 の特別多数の賛成によってそ
れを打ち切るための動議である「クローチャー」（cloture）が党派的に使
われるようになってきた。まずはその歴史を簡単に紹介しておく。
　合衆国憲法第 1 条は議会について規定していることはいうまでもない。
が、その規定はごく大雑把なものにとどまっていること、およびそのこと
の含意は、あまり認識されていないように、筆者には思われる。議会の運
用の詳細は、1789 年の第 1 議会から 2022 年現在の第 117 議会に至るまで、
全て、議会が独自に決定したり、先例や慣例として自然に積み上がったり
したものである。つまり、憲法の規定を除く議会の制度は、全て、議会内
の政治の産物なのである。
　フィリバスターについても例外ではない。これを制限する制度が存在し
ないことの方が元々の状態なのであり、それが歴史的に継続している、と
いった方が、実態を適切に表現している8。フィリバスターを打ち切る動
議であるクローチャーも、1917 年に導入されはしたが9、希にしか行使さ
れない時期が長らく続いた。フィリバスター自体が、二大政党間の対立が
緩んだ 20 世紀初頭以降は希にしか行使されなくなったからである。現代
の科学的な政治学も、上院の制度が理念に基づいて設計されているとの見
方を否定している。上院のフィリバスターが制度化され定着している理

　 　
8 　上院でも、建国当初は議事を打ち切る動議を定める規則が存在したが、1806

年に条文の整理の際に、とくに議論もなく不要な規定として削除された（廣
瀬 2014, 38-39）。上下両院で少数派による議事妨害が問題になったのは、そ
れから大分後の 19 世紀後半ごろに、二大政党の党派的な対立が激化してから
である。下院は 1890 年代に、少数党の民主党による議事妨害に対抗して、多
数党の共和党が多数主義的な議事手続の導入に成功したが、上院はこれを行わ
なかった。上院が個人主義と熟議の院と認識されるようになったのは、主には
これ以降のことである。別の言い方をすれば、この 19 世紀末の下院の経験は、
多数派が少数派の権利を制約しようとしている現在の上院のうごきとパラレル
なものである（Koger 2010, 37）。

9 　導入およびその後の改正の経緯については、廣瀬（2014, 39-40）。
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由として論じられるのは、歴史的な経路依存（e.g., Binder 1997; Binder 
and Smith 1997）、あるいは、その時々の議員がこの制度から得る利益（e,g, 
Wawro and Schickler 2006; Koger 2010）である10。先に、上院は個人主
義と熟議の院であるというのは後付けの神話に過ぎないと述べたのは、以
上のような意味である。
　ところが、1960 年代頃から、状況が変化し始める。フィリバスターを扱っ
た最も包括的な実証研究である Koger（2010）によると11、通俗的なフィ
リバスターの姿である、長時間の演説など物理的な抵抗を行う議員と、そ
れに耐える他の議員といった姿は、今や過去の話となった。理由は、まず、
元来フィリバスターは、それを行使する議員の側に、時間やエネルギーな
どのコストを負わせるものであることから、簡単には行使できないもので
あった。ところが、上院全体の業務量（点呼投票が行われる頻度など）が
増えたことによって、時間の制約が厳しくなってきた。このため、眠って
いた規則であるクローチャーが、フィリバスターを打ち切ることを目的に
使われ始めるようになった。逆説的なことに、このクローチャーの行使が、
フィリバスターを、コストを伴わない行為に変質させたのである12。要す

　 　
10　どちらが正しい説明であるかについては論争があり（詳細は Wawro and 

Schickler 2010; 2018）、この論争は、歴史的制度論と合理的選択制度論の優劣
を競う事例にもなっている。筆者は、両者は相互排他的でないと考えるが、本
稿においては、後述のように、制度を変更させる動機として選挙政治や立法の
成功など、上院の議事規則からは外生的なアクターの行動目的を持ち出してい
ることから、後者に近い立場をとっている。

11　フィリバスターとクローチャーは本稿の主たる関心ではないため、本稿ではそ
の紹介は大幅に省略している。上院の議事手続の歴史については、筆者の知る
かぎり、Smith （2014）が、現代のフィリバスターとクローチャーについては、
Heitshusen and Beth （2017）が、それぞれ、最も詳細な情報を提供している。

12　さらに、1972 年から、ある議案についてフィリバスターが行使されても他の
議事を進行させられるしくみ（two-track system）が、両党の指導部の合意に
よって導入された（廣瀬 2014, 40）。結果、フィリバスターを宣言するだけで、
フィリバスターが行使されている状態とみなされるようになり、フィリバス
ターを行使するコストがさらに低下した。もちろん、今でも長時間の演説によ
るフィリバスターを行うことは可能である。最近の有名な例では、バーニー・
サンダース（Bernie Sanders, I: VT）上院議員が、2010 年に、本稿の事例の
1 つであるブッシュ減税の時限の延長を求めて、8 時間の演説を行った。2013
年には、テッド・クルーズ（Ted Kruz, R: TX）上院議員が、これも本稿の事
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るに、フィリバスターは、長時間粘ることによって議案を推進する側から
の譲歩を引き出すための手段から、簡単に行使して議案の成立を妨害する
ための手段に変質したのである。
　この使いやすくなったフィリバスターは、さらに、（上院では少し遅れ
て）1980 年代以降に本格化した分極化に伴って、個々の議員が個別利益
のために行使するものから、少数党がまとまって多数党に対抗する党派的
なものに変質した。以上が、現在の党派的なフィリバスターとクローチャー
の行使が登場してきた経緯である。いわゆる「60 票の上院」（the 60-vote 
Senate）（Sinclair 2002）は、こうして現れた。
　フィリバスターは、一般に知られる長時間の演説の他、定足数の確認・
各種の動議（休会の要求・特定の議案に対する議事手続）・法案への修正
案の提出・会議の参加への拒否13など、様々な手段によって行われる。フィ
リバスターとは何かというのは、多分に定義の問題であるが、現在では、
ありとあらゆる遅延行為を指す（Heitshusen and Beth 2017, 1）という
のが実情である。もっといえば、クローチャーが頻繁に行使されるように
なったために、フィリバスターの全貌を把握するのも、非常に困難になっ
た。フィリバスターに該当すると言い切れる行為が観察されなくてクロー
チャーが行われることもあれば（そこには、フィリバスターの行使をめぐ
る威嚇や予測といった、「黙示的影響力」が存在しうる）、逆に、明白なフィ
リバスターが行われてもクローチャーが試みられないこともある（かつて
はそちらの方が通常だった）からである。
　したがって、クローチャーの頻度は、フィリバスターの頻度を測定する
指標としては、妥当性（validity）が高いとは言いがたい。しかし、信頼
性（reliability）の点では最良かつ測定が容易であるというメリットをも
つ14。そこで、クローチャーの件数をフィリバスターが行使された件数と

　 　
例の 1 つであるオバマケアの撤廃を求めて、21 時間の演説を行っている。

13　本会議場にいながら採決に参加しない、あるいは採決の前に議場を出る行為を
含む。このような行為を、disappearing quorum という。

14　フィリバスターを定量的に把握する方法として、他には、フィリバスターの手
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みなすと、図 2 のような推移を示す。クローチャーが行われた件数（Mo-
tions Filed）・その採決が行われた件数（Votes on Cloture）・成立した件
数（Cloture Invoked）、3 つの基準いずれでみても、明らかに件数が増加
している。

図 2　クローチャーの件数とその推移

出典：アメリカ連邦議会上院ウェブサイト（URL: https://www.senate.gov/legisla-
tive/cloture/clotureCounts.htm　2022年 10月 30日最終閲覧）より筆者作成

図２　クローチャーの件数とその推移
出典：アメリカ連邦議会上院ウェブサイト（URL: https://www.senate.gov/legislative/cloture/clotureCounts.htm。2022年10月30日最終閲覧）より筆者作成

0

50

100

150

200

250

300

350

19
17

-1
91

8
19

19
-1

92
0

19
21

-1
92

2
19

23
-1

92
4

19
25

-1
92

6
19

27
-1

92
8

19
29

-1
93

0
19

31
-1

93
2

19
33

-1
93

4
19

35
-1

93
6

19
37

-1
93

8
19

39
-1

94
0

19
41

-1
94

2
19

43
-1

94
4

19
45

-1
94

6
19

47
-1

94
8

19
49

-1
95

0
19

51
-1

95
2

19
53

-1
95

4
19

55
-1

95
6

19
57

-1
95

8
19

59
-1

96
0

19
61

-1
96

2
19

63
-1

96
4

19
65

-1
96

6
19

67
-1

96
8

19
69

-1
97

0
19

71
-1

97
2

19
73

-1
97

4
19

75
-1

97
6

19
77

-1
97

8
19

79
-1

98
0

19
81

-1
98

2
19

83
-1

98
4

19
85

-1
98

6
19

87
-1

98
8

19
89

-1
99

0
19

91
-1

99
2

19
93

-1
99

4
19

95
-1

99
6

19
97

-1
99

8
19

99
-2

00
0

20
01

-2
00

2
20

03
-2

00
4

20
05

-2
00

6
20

07
-2

00
8

20
09

-2
01

0
20

11
-2

01
2

20
13

-2
01

4
20

15
-2

01
6

20
17

-2
01

8
20

19
-2

02
0

Motions Filed Votes on Cloture Cloture Invoked

　さて、60 議席を得ていない多数党にしてみれば、法案を可決するため
にはフィリバスターを回避することが必要となる。クローチャーに特別多
数を要するというのは、1917 年に決められた上院の議事規則第 22 条（当
時は出席議員の 2/3。1975 年の規則改正で、今の全議員の 3/5 となった）
に定められたものであり、これも憲法上の根拠はない。本会議の過半数の
賛成によって規則を改めれば 60 票の壁はなくなるのである。しかし、多
数党であってもこの規則改正は、長らく「核の選択肢」（nuclear option）

　 　
段となる主要な行為をカウントする方法（e.g., Koger 2010）や、過去の議事
録や二次資料（先行研究・新聞雑誌記事など）を参照する方法（e.g., Binder 
1997; Binder and Smith 1997）などが考えられるが、概して、信頼性と妥当
性の間にトレード・オフの関係があるといえよう。
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と呼んで忌避していた。ようやく最初にこれが行われたのは、2013 年 11
月・民主党オバマ政権と共和党多数の上院の分割政府でのことである。こ
のとき、連邦最高裁判所の判事以外の人事案件に関して、クローチャーを
発動するには出席し投票した議員の単純過半数の賛成の投票のみを必要と
するよう、上院議事規則第 22 条の「解釈」の変更が、上院本会議で可決
された（廣瀬 2014, 48-49）。採決の結果は、民主党は全員賛成・共和党
は全員反対であった。この、民主党が行使した「核の選択肢」への報復は、
2017 年 4 月、共和党トランプ政権の下で、多数党共和党が 60 議席を得
ていない状況下で起こった。共和党は、トランプが指名したニール・ゴー
サッチ（Neil Gorsuch）最高裁判事の人事承認について、核の選択肢を
行使したのである。次のブレット・カヴァノー（Brett Kavanaugh）最
高裁判事の承認に至っては、最初から核の選択肢の行使が想定されていた。
その後 2 件の最高裁判事の承認人事についても同様である。
　他方、通常の立法については、依然 60 票のクローチャーのルールは残っ
ている。トランプは多数党であった議会共和党に対して、これを撤廃する
よう主張していたが、指導部はこれを拒否しつづけた。政権および上院多
数党が民主党に移った 2021 年以降は、民主党の左派が同様の主張を行っ
ているが、これも実現に至っていない15。このルールをなくしてしまうと、

「熟議の場」としての上院の意義が完全に失われてしまうからである。だ
からこそ本稿が論じている、60 票の特別多数を回避できる財政調整制度
が意味をもつのである。逆に言うと、上院が通常の立法についてもクロー
チャーの可決に必要な票数を過半数に下げると、本稿が論じている、特別
多数の賛成を回避するために財政調整法を利用する必要が、そもそもなく

　 　
15　ジョー・バイデン（Joe Biden）大統領は、当初は、6 期 36 年間の上院議員の

経験に基づき、フィリバスターの改革には消極的であった。が、2022 年 6 月
になって、これを支持する態度に転じた。連邦裁判所が、人工妊娠中絶の権利
を認めた 1973 年の「ロー対ウェイド判決」を覆す判断を行ったのを受けての
ことである。
https://www.washingtonpost.com/politics/2022/06/30/biden-abortion-filibus-
ter-nato（2022 年 10 月 30 日最終閲覧）
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なる。

2－ 3　財政調整制度と党派的なフィリバスター回避
　2－1 項で紹介した財政調整制度の登場と、2－2 項の党派的なフィリバ
スターとクローチャーの行使は、別々に始まったものである。両方が組み
合わさったときに何が起こるかなどは、おそらく制度が設けられた時には
考えられていなかった。財政調整制度は、元々議員個々人が強くて議会内
政党が弱いという当時の連邦議会を前提として設計された制度であった。
前提が変われば、制度は改められるか転用されるかの道をたどる。財政調
整制度の場合は「転用」である。
　ここで、本稿の従属変数である、財政調整法によって成立が試みられた
法案について、財政調整「制度」が、（a）「予算編成を直接の目的にしな
い法案」について、（b）「党派的なフィリバスター回避のために使われる」
ようになった、転用の「過程」を記述しておく。表 1 は、2022 年 4 月時
点における、上下両院を通過した財政調整法案の全 26 本のリストである

（Lynch 2022）。大統領が署名して法律となったのが 22 本、大統領が拒否
権を行使して廃案になったのが 4 本である16。
　まず、（a）予算編成以外の目的であからさまに使われた最初の例は、民
主党ビル・クリントン（Bill Clinton）政権期に第 104 議会（1995-1997 年）
で行われた福祉改革である。当初は上下両院で多数党を握っていた共和党
が、党内の票を固めることを目的に法案本体と財政調整法案に分けて立法
を行っていたものが、クリントンが一度（法案の本筋には関連しない部分
を理由に）拒否権を行使し、かつ態度を軟化させたことによって、最後は
超党派で成立したものである。（b）財政調整制度のメリットが、フィリ

　 　
16　大統領の拒否権行使以外に、財政調整法による法案成立に失敗した例として、

2017 年の「オバマケア代替法案」（American Healthcare Act of 2017）と、
2021 年の「より良き再建法案」（Build Back Better Act of 2021）がある。い
ずれも、多数党から反対する議員が出たことにより、上院で過半数を確保でき
なかったことが原因である。
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表 1：議会で成立した財政調整法案のリスト

出典：Lynch（2022, 2-3）
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Reconciliation was not used in the following two years, involving budget resolutions for FY1992 
and FY1993. 

Since the creation of the budget resolution, there have been 11 years in which Congress did not 
come to agreement on a budget resolution: FY1999, FY2003, FY2005, FY2007, FY2011, 
FY2012, FY2013, FY2014, FY2015, FY2019, and FY2020.2  

Beginning with the first use of reconciliation by both the House and Senate in 1980, 
reconciliation has been used in a majority of years. Congress has sent the President 26 
reconciliation acts over the years: 22 were signed into law, President Clinton vetoed three, and 
President Obama vetoed one (and the vetoes were not overridden). The 26 reconciliation 
measures sent to the President are shown in Table 1. 

Table 1. Budget Resolutions and Resultant Reconciliation Acts Since 1980 

Fiscal  
Year 

Budget  
Resolution Resultant Reconciliation Act(s) Date  

Enacted 

1981 H.Con.Res. 307 Omnibus Reconciliation Act of 1980 (P.L. 96-499) 12-05-80 

1982 H.Con.Res. 115 Omnibus Budget Reconciliation Act of 1981 (P.L. 97-35) 08-13-81 

1983 S.Con.Res. 92 Tax Equity and Fiscal Responsibility Act of 1982 (P.L. 97-248) 09-03-82 

Omnibus Budget Reconciliation Act of 1982 (P.L. 97-253) 09-08-82 

1984 H.Con.Res. 91 Omnibus Budget Reconciliation Act of 1983 (P.L. 98-270) 04-18-84 

1986 S.Con.Res. 32 Consolidated Omnibus Budget Reconciliation Act of 1985 (P.L. 99-
272) 

04-07-86 

1987 S.Con.Res. 120 Omnibus Budget Reconciliation Act of 1986 (P.L. 99-509) 10-21-86 

1988 H.Con.Res. 93 Omnibus Budget Reconciliation Act of 1987 (P.L. 100-203) 12-22-87 

1990 H.Con.Res. 106 Omnibus Budget Reconciliation Act of 1989 (P.L. 101-239) 12-19-89 

1991 H.Con.Res. 310 Omnibus Budget Reconciliation Act of 1990 (P.L. 101-508) 11-05-90 

1994 H.Con.Res. 64 Omnibus Budget Reconciliation Act of 1993 (P.L. 103-66) 08-10-93 

1996 H.Con.Res. 67 Balanced Budget Act of 1995 (H.R. 2491) 12-06-95 
(vetoed) 

1997 H.Con.Res. 178 Personal Responsibility and Work Opportunity Reconciliation Act 
of 1996 (P.L. 104-193) 

08-22-96 

1998 H.Con.Res. 84 Balanced Budget Act of 1997 (P.L. 105-33) 08-05-97 

Taxpayer Relief Act of 1997 (P.L. 105-34) 08-05-97 

2000 H.Con.Res. 68 Taxpayer Refund and Relief Act of 1999 (H.R. 2488) 09-23-99 
(vetoed) 

 

2001 H.Con.Res. 290 Marriage Tax Relief Reconciliation Act of 2000 (H.R. 4810) 08-05-00  
(vetoed) 

2002 H.Con.Res. 83 Economic Growth and Tax Relief Reconciliation Act of 2001 (P.L. 
107-16) 

06-07-01 

2004 H.Con.Res. 95 Jobs and Growth Tax Relief Reconciliation Act of 2003 (P.L. 108-
27) 

05-28-03 

                                                 
2 For more information on years in which Congress did not reach agreement on a budget resolution, see CRS Report 
R44296, Deeming Resolutions: Budget Enforcement in the Absence of a Budget Resolution, by Megan S. Lynch. 
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Fiscal  
Year 

Budget  
Resolution Resultant Reconciliation Act(s) Date  

Enacted 

2006 H.Con.Res. 95 Deficit Reduction Act of 2005 (P.L. 109-171) 02-08-06 

Tax Increase Prevention and Reconciliation Act of 2005 (P.L. 109-
222) 

05-17-06 

2008 S.Con.Res. 21 College Cost Reduction and Access Act of 2007 (P.L. 110-84) 09-27-07 

2010 S.Con.Res. 13 Health Care and Education Reconciliation Act of 2010 (P.L. 111-
152) 

03-30-10 

2016 S.Con.Res. 11 To provide for reconciliation pursuant to Section 2002 of the 
concurrent resolution on the budget for fiscal year 2016 (H.R. 
3762) 

01-08-16 
(vetoed) 

2018 H.Con.Res. 71 An Act to provide for reconciliation pursuant to titles II and V of 
the concurrent resolution on the budget for fiscal year 2018 (P.L. 
115-97) 

12-22-17 

2021 S.Con.Res. 5  American Rescue Plan Act of 2021 (P.L. 117-2) 03-11-21 

Source: Prepared by CRS. 

Reconciliation practices in the House and Senate vary and change over time. In earlier years, 
spending and revenue changes were incorporated into a single measure. In the Omnibus 
Reconciliation Act of 1980, for example, about $8 billion in deficit reduction for FY1981 was 
split fairly evenly between spending reductions and revenue increases. 

In some years, revenue and spending changes were segregated into separate reconciliation 
measures. For the FY2006 budget cycle, for example, the Deficit Reduction Act of 2005 was a 
spending reconciliation bill, and the Tax Increase Prevention and Reconciliation Act of 2005 was 
a revenue reconciliation bill. Most recently, however, reconciliation bills have included changes 
to both spending and revenues. 

Reconciliation directives in a single budget resolution sometimes lead to more than one 
reconciliation measure, as indicated above for the FY2006 budget cycle. Multiple reconciliation 
measures were also considered in calendar years 1982 and 1997. 

Finally, the consideration of reconciliation measures sometimes extends into a succeeding year. 
Action on reconciliation measures initiated in 1983, 1985, and 2005 was not completed until the 
following year. Although in these instances legislative action spilled over into the following year, 
the initial year was retained in the titles of the acts (e.g., the Deficit Reduction Act of 2005 was 
enacted in 2006). In the FY2010 budget cycle, the budget resolution containing reconciliation 
directives was adopted in 2009, but the reconciliation legislation was not considered until 2010. 

A brief description of each of the 22 reconciliation measures enacted into law is provided in the 
Appendix. The laws are presented in chronological order. 

For each reconciliation law listed in the Appendix, some of the major subject areas affected by 
the revenue or spending changes are identified, but no determination is made as to whether the 
specific changes involved increases or decreases. The subject areas identified range from fairly 
specific (e.g., Nuclear Regulatory Commission [NRC] fees) to quite broad (e.g., Medicare), with 
broad subject areas sometimes encompassing dozens or hundreds of separate provisions. Some of 
the reconciliation measures included in the listing were very lengthy and complicated, involving 
the legislative proposals of many different House and Senate committees. Accordingly, the 
subject areas identified in the listing should be regarded as illustrative and not comprehensive. 
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バスターを回避できることにあると認識され始めたのは、1990 年代に入っ
てからである。発足直後のクリントン政権にとっては必ずしもトップ・ア
ジェンダではなかった 1993 年財政調整法が、上院の全共和党議員の反対
にもかかわらず成立したことが、それが顕在化した最初の例である（Smith 
2014, 190）。つづく 1990 年代後半の、民主党クリントン政権と上下両院
で多数派の地位を奪った議会共和党との予算をめぐる一連の戦いが、これ
を定着させた。
　そして、財政調整法として成立した法案のうち、（a）と（b）の両方を
満たすのが、本稿の 3 本の事例の法案 4 本と、議会民主党と民主党バイ
デン政権17が成立させた、新型コロナウイルスへの経済対策である「アメ
リカ救済計画法」（American Rescue Act of 2021）と、（表 1 のリストよ
り後に成立した）2022 年 8 月に成立した「インフレ抑制法案」（Inflation 
Reduction Act of 2022）」の、計 6 本である18。1 ～ 2 本目のブッシュの
減税法案は、形式的には財政を対象とした法案ではあるが、赤字の削減が
目的ではなかった。最も当初の財政調整制度の趣旨を逸脱しているのが、
3 本目のオバマケアである。4 本目のトランプの減税法案も、主目的は減
税であるが、オバマケアの（部分的な）撤廃が眼目の 1 つであった。
　以上のような、財政調整制度が党派的に転用されるようになったという
指摘自体は既に行われている（e.g., 待鳥 2019）。ただ、そのプロセスの
実証がない。政治学的に関心があるのは、その原因、すなわち「なぜこの
ような制度の転用が定着したのか」である。これが本稿の問いである。そ
して、これを実証的に論じるのが次節以降の課題となる。

　 　
17　バイデン政権期については、他の事例との比較を行うには、利用可能な資料の

制約など時期的な問題が多いため、本稿では事例研究を行わない。
18　以上の情報は、2022 年 10 月 30 日時点のものである。当然ながら、今後、財

政調整制度を用いてフィリバスターを回避する試みは、全ての議案についてク
ローチャーが過半数で成立するような議事規則の変更が行われないかぎり、続
くものと予想される。
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第 3節　仮説と方法

　制度は経路依存性をもつ。一度形成された制度は、これを改めることは
難しいばかりか、時間が経つにつれてその傾向は強くなる。その原因は、
制度を変えないよりも変える方のコストが大きいからか、制度の背後にあ
る理念に影響力があるからか、という点は、政治学における「新制度論」
全般に関わる論点ではあるが、ここでは問わない19。本稿にとって重要な
のは、60 票の特別多数を確保しなければ立法が成立しない状況が与えら
れた際に、クローチャーという制度を変える・財政調整制度の運用で乗り
切る・それも行わず法案の不成立を受け入れる、という選択に迫られた20

結果、財政調整制度の転用が採用されるようになった、ということである。
政治学含む社会科学は、決定を行うアクターの意思および行動を問題にす
る。誰と誰の意思が合致し、あるいは競合し、そして誰の意思が通ったの
か。これらを説明する本稿の仮説は、以下の 3 つである。
　まず、前節でみたように、財政調整制度を含む「マクロ予算編成」のた
めの制度は、その成立の経緯からして、議会指導部が議会主導で予算編成
を行うために用いる手段である。予算過程は、上下両院の多数派が便利だ
と考えたら使う道具のコレクション（Gilmour 2011, 500）なのである。
制度あるところ常にその使い方の問題が出てくるものであるが、とくに予
算編成の制度の場合、様々な制度が重層的かつ複雑に積み重なっているこ

　 　
19　理念自体に影響力があるのか、別の利益を追求するアクターが理念を方便とし

て使っているだけなのか、という問題もあるが、これもここでは問わない。
20　そもそもこの選択が法案の成立に対して意味をもつのは、下院も大統領も法案

を推進する立場である場合（分極化の時代においては、ほぼ、統一政府の場合）
に限られる、ということは、念のため述べておく。下院で過半数を確保できな
い場合は下院で否決される。大統領が反対する場合は、大統領が拒否権を発動
するが、それを覆す（override）には、上下両院の出席議員の 2/3 以上の賛成
という、クローチャーより厳しい制約が課される。ただし、成立の見込みがな
いことを前提に、有権者への立場表明や反対派との駆け引きのために、財政調
整法による法案の提出が行われることはありうる。クリントン政権末期やオバ
マ政権末期に、多数党の共和党が、大統領が拒否権を行使することを見越した
上で、財政調整法案を作成し、上院を通過させている。
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とから、制度を選べる権限をもつアクターが恣意的に使うことができるの
である。とりわけ、分極化が進行するにつれて、一部であれ少数党の議員
を取り込んで特別多数による立法が難しくなっている。そのため、法案を
通そうとする立場からすれば、特別多数による法案成立を迂回する動機が
高まっている。

仮説 1 ：分極化が進むにつれて、より財政調整法の形式による法案
成立が行われるようになっている。

　では、その「法案を通そうとする立場」とは誰か。それは、主には大統
領である。前節で紹介した、「予算編成以外を目的」とし、かつ「フィリ
バスターを回避するため」に財政調整制度が使われた事例は、全て、それ
ぞれの大統領にとって最重要のアジェンダである。そして、事例によって
程度の差はあれ、大統領の選挙公約でもある。財政調整法による立法は後
で覆されやすいというデメリットは、現職の大統領にとっては二の次とな
る。まずは公約を守るという実績を残し、これを受けて自らの再選（ある
いは後継候補の当選）、および、議会選挙での自党の議席増を目指すこと
が優先される21。
　立法を行う公式な権限をもたない大統領は、議会をうごかすために、議
員や世論への説得活動などを通じて、非公式な影響力を行使することにな
る。現に、とくにニュー・ディール期以降、大統領は、議会に非公式に介
入することで、超党派的な多数派を形成して、自らのアジェンダを立法化
させてきた。先に分極化の 1 つの側面と述べた「与党の大統領化」は、大

　 　
21　筆者は、別の論考で、「権力志向」か「政策指向」か、といった大統領のパー

ソナリティが、政策の成否を説明すると論じた（松本 2021）。対して本稿では、
財政調整制度は、少なくとも形式的には法案を成立させやすい道具であること
から、どちらのタイプの大統領もこれに頼る動機をもつと考えるため、この点
には立ち入らない。大統領のパーソナリティが違いをもたらすことがあるとす
れば、財政調整制度による立法の枠内で、権力維持（再選）と理想の政策のど
ちらを重視するかであろう。
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統領野党に対する影響力の弱体化と、大統領与党に対する影響力の強化を
意味する。分極化が進むにつれて、超党派的に多数派を形成することが難
しくなるならば、それを必要としない財政調整法案による法案成立は、大
統領にとって魅力的な手法となる。よりいうことを聞かせやすくなった議
会の大統領与党に介入して、過半数を固めさえすれば良いからである22。

仮説 2 ：分極化が進むにつれて、大統領が、財政調整法の形式によ
る法案成立を行うよう、大統領与党の意思決定に介入するよ
うになっている。

　先に、財政調整制度は、多数党が用いるものであると述べた。財政調整
制度を使う決定を下す権限は、形式的には予算委員会が作成した決議案を
成立させる上下両院の本会議であるが、実質的には予算委員長の人事権や
本会議での議事をコントロールする権限を持つ多数党指導部である。ここ
での問題は、指導部が好きなように道具を選んで使うにせよ、それは党所
属議員の忠実な「代理人」としてそうしているのか、それとも指導部個人
の裁量に基づくものなのかである。この点は、アメリカ連邦議会研究にお
ける議会内政党をめぐる議論の根幹に関わる。
　前者の見方は、合理的選択制度論の中でも、本人―代理人理論に基
づいて議会内政党を捉えるものである（e.g., Rohde 1991; Cox and Mc-

　 　
22　筆者はかつて、分極化が進行している状況下では、大統領が立法を実現させる

には、無闇に立場を表明しない、あるいは大統領野党と政治的に妥協する方が
良い、ということを論じた（松本 2017）。この議論と、大統領は大統領与党に
介入する方が良い、という本稿の議論は、一見矛盾する。これは、松本（2017）が、
立法の成立には特別多数を必要とすることを前提としていたのに対して、本稿
は、財政調整制度は、まさにその前提を覆すものであることを問題にしている
ことによる。より根本的なことをいうと、松本（2017）が観察対象としてい
たのは 2012 年頃までであり、その後さらに分極化の程度が大きくなるにつれ
て、同じ分極化でも、その実態が変質している可能性を示唆する。本稿が論じ
る財政調整制度による立法が定着してきたのも、「核の選択肢」の範囲が拡大
してきたのも、トランプ政権が議会共和党を屈服させられたのも、こうした「量
が質に変化した」分極化の諸相としてとらえることができると、筆者は考える。
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Cubbins 1993。とくに上院について、Monroe, Roberts, and Rohde eds. 
2008; Den Hartog and Monroe 2011）。この「従来の政党理論」に対して、
2010 年代ごろから本格的に登場してきた研究は、政策の実現の他に、多
数党の座の維持・獲得や議席の最大化といった、党としての権力的な目的
というものがあり、それを満たすために、議会指導部は、党所属議員の（平
均的な）政策選好や個々の議員の動機を逸脱した党派的な行動を行うこと
を論じる（e.g., Lee 2016; Koger and Lebo 2017）。この一連の議論を筆
者は「新しい政党理論」と名付け（松本 2020a/2020b）、従来の政党理論
は誤りではないにせよ、分極化が進行するにつれて、次第にこちらの方が
最近の連邦議会内の意思決定をよりうまく説明できると論じている（その
理論的説明は、松本 2020a/2020b を参照）。本稿もこの一連の議論の一部
をなす。
　本稿が論じている財政調整制度との関連でいえば、もし「新しい政党理
論」の方が正しいならば、財政調整制度を用いるという選択は、多数党指
導部個人の判断によって、ときには党所属議員（とりわけ関連する委員会
の委員長）の抵抗を排して、多数党指導部によって行われているようになっ
ていることが観察されるはずである。大統領と同じく、議会指導部も議会
選挙により積極的に関わるようになっており、直近の議会選挙に向けて短
期的な業績を必要とするようになっているからである。

仮説 3 ：分極化が進むにつれて、多数党指導部個人の判断によって、
財政調整法の形式による法案成立が行われるようになってい
る。

　仮説 3 を検証するためには、困難な実証分析上の課題に向き合う必要
がある。それは、党所属議員の目的と党指導部の目的は、多くの場合合致
するということである。両者を切り分けて指導部個人の判断が原因である
と論じるためには、場合によっては、その個人のパーソナリティ（および
その源になっている個人の経歴など）や、それに起因する指導部個人の裁
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量に基づく判断、あるいは他のアクター（党所属議員・大統領・相手方の
党の指導部など）との人間関係にまで踏み込む必要がある。こういった属
人的な説明は、科学的な政治学の世界では嫌われる。一般性の高い理論や
反証可能な理論を作ることが難しいからである。しかし、科学的な政治学
が属人的な説明を忌避してきたのは、理論的にみて「人」の要因が影響し
ていないといえるからではなく、科学的に検証する方法を、研究者の側が
具えていない（あるいはそれを開発することを避けてきた）からなのかも
しれない。
　さて、以上の仮説を検証するために本稿が採用する分析方法は、比較事
例研究である。定量的研究（データ分析）は、一般的なパターンや長期的
なトレンドをみることができる。しかし、その数字が意味するところは文
脈にも依存するものであり、それを見失うおそれがある。その対極にある
単一事例研究の強みとしては、最重要の事例にこそ、その研究対象の最も
重要な特徴が現れることである。上記の「指導部個人の裁量」を論じるに
も、定性的な情報の方が向いている。他方でその事例をどこまで一般化で
きるかはわからない。
　比較事例研究は、この定量的研究と単一事例研究の中間に位置する方法
である。弱点は折衷的なことである。とくに、複数の異なる事例を同列に
並べて良いのかという「比較可能性」の問題には気をつけねばならない。
もちろん、他の方法と併用することがベストであるが、本稿は比較事例研
究に絞る。

（附記）
　本研究は、文部科学省科学研究費「アメリカ連邦議会指導部の強化と立法過程の
行動論的分析」（2016-2019 年度　基盤研究（C）　研究代表者：松本俊太・名城大
学法学部教授　課題番号 16K03496）および同「アメリカ連邦議会内の政党組織の
発達とその帰結：「疑似的な議院内閣制」への変化」（2022-2025 年度　基盤研究（C）　
研究代表者：松本俊太・名城大学法学部教授　課題番号 22K01346）による研究成
果の一部である。また、本稿は、3 本の口頭報告、（1）国立国会図書館調査及び立
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法考査局講演「21 世紀の大統領と連邦議会：100 日と 2 年とその後」（2018 年 8
月 20 日）、（2）慶應義塾大学法学研究科・比較政治セミナー「量が質に転化したのか？　
アメリカ連邦議会の分極化と議会内政党の変化」（2018 年 10 月 6 日）、および、そ
れらを基にした（3）日本比較政治学会 2020 年度研究大会報告「アメリカ連邦議
会における財政調整「制度」の転用の「過程」：ブッシュ（子）・オバマ・トランプ
政権の重要立法の比較事例研究」（書面による開催）を大幅に加筆したものである。
それぞれの口頭報告の場で有益なコメントをくださった方々に、この場を借りて感
謝申し上げる。
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